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は　　じ　　め　　に

　平素は、トラック運送業界に対しまして格別なるご指導、ご鞭撻を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　さて、私どもトラック運送事業者は、国民生活と産業活動を支える公共的物流
サービスの担い手として、社会との共生を図るため、積極的に事故防止対策や環
境対策に取り組むとともに、近年数多く発生している自然災害時における緊急支
援物資輸送において、トラック運送業界の総力を挙げて全力で取り組んでおりま
す。
　一方で、新型コロナウイルス感染拡大による輸送量の減少により、事業経営に
大きな影響を及ぼしており、中小事業者が９９％以上を占め、経営基盤がぜい弱
ななか、このような状況が長引けば、将来的に安定した輸送力を確保できなくな
ることも懸念されます。
　日本経済を回し国民生活を維持・向上させていく上で、トラック運送事業は必
要不可欠でエッセンシャルな産業です。お客様へ荷物を迅速・確実に届けるため
には、短時間で確実に目的地へ到着できる高速道路利用があって初めて実現で
き、トラック運送は高速道路の活用なしでは成り立たない実態があります。
　トラックが高速道路を活用することは、様々な社会貢献につながります。例え
ば、自然災害発生時の救援物資や疫病発生時のワクチン等の緊急時輸送は、高速
道路を利用することで即日輸送、翌日輸送が可能になり、また、高速道路を利用
することによって、社会全体の交通事故減少や環境負荷の低減に資することがで
きます。さらに、輸送時間の短縮や定時性の確保により、荷主の荷捌き体制の合
理化など社会全体の生産性向上、経済発展に資することができます。トラック運
送における高速道路利用は、まさに社会貢献であり、「ＳＤＧｓ(持続可能な開発
目標）の達成」や「グリーン社会の実現」に繋がる、といっても過言ではありま
せん。
　勿論トラック運送業界にとって、労働時間短縮による働き方改革の実現、荷傷
み減少、車両整備費の削減等の直接効果があることは言うまでもありません。
　トラック業界を取り巻く状況の中で、働き方改革については、令和６年４月か
らの年９６０時間の時間外労働上限規制適用に向けて積極的に取り組んでおりま
す。働き方改革を成功させるためには、ドライバーの労働環境改善の原資となる
適正運賃収受が不可欠です。
　「標準的な運賃の告示制度」が導入されて以来、国土交通省と関係官庁が連携
して標準的な運賃の普及促進を図っていただき、これまでに、多くの事業者が標
準的な運賃を理解し、届出を行っております。標準的な運賃を荷主の皆様にご理
解いただき、適正運賃の収受を実現することで、今後も安定した輸送力の確保、
ひいては国民や荷主のニーズに応えた我が国の経済活動への貢献が可能となりま
す。

　つきましては、令和４年度トラック関係施策に関し、以下のとおり要望いたし
ます。何卒格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。
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令和４年度トラック関係施策に関する要望項目

●税制改正関連要望項目

１．新型コロナウイルス感染症に係る各種軽減措置

２．自動車関係諸税の簡素化・軽減等
（１）自動車関係諸税の簡素化・軽減
（２）自動車税における営自格差見直し反対
（３）自動車重量税の道路特定財源化

３．特例措置の延長
（１）物流総合効率化法に基づく特例措置の延長
（２）少額資産即時償却の延長
（３）地方拠点強化税制の延長

４�．トラック協会が運営する地域防災・災害対策関連施設等について
　固定資産税の軽減措置の適用
　
●道路関係要望項目

１．高速道路料金等の引下げ
（１）新型コロナウイルス禍における料金割引の拡充
　　①大口・多頻度割引を実質５０％割引に拡充（ＮＥＸＣＯ３社）
　　②�車種間比率激変緩和措置の延長（首都高速、阪神高速、名古屋高

速）
（２）労働環境改善および交通流動最適化を図る料金制度
　　①長距離逓減割引の拡充（ＮＥＸＣＯ３社）
　　②深夜割引の拡充（ＮＥＸＣＯ３社）
　　③�渋滞対策等に資する料金・割引制度の設定（ＮＥＸＣＯ３社、首都

高速、阪神高速）
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　　④首都高速等における割引制度の拡充
　　⑤福岡・北九州圏におけるシンプルでシームレスな高速道路料金
（３）本四高速における割引制度の拡充
（４）フェリー等利用に対する補助・助成制度の創設

２．物流基盤の整備
（１）高速道路ネットワークの整備・充実
　　①「重要物流道路」の指定、指定道路への集中投資
　　②暫定２車線区間の４車線化
　　③ミッシングリンクの解消
　　④渋滞対策の推進
　　⑤�ダブル連結トラックや隊列走行・自動運転の推進に資する実施環境

整備の推進
　　⑥下関北九州道路の早期実現
（２）休憩・休息施設、中継物流拠点の整備・拡充
　　①高速道路のＳＡ・ＰＡ、道の駅における駐車スペースの整備・拡充
　　②シャワー施設等、休憩・休息建屋内の施設の充実
　　③中継物流拠点の全国展開による中継輸送の推進

３．その他諸施策の推進
（１）冬期における交通対策
　　①冬期における道路交通の確保
　　②大雪時の躊躇ない通行止め
（２）自然災害時の高速道路料金
（３）ＥＴＣ２.０によるサービスの充実
（４）特殊車両通行に係る手続きの簡素化、短期間化
（５）超過度を反映した特車通行許可違反点数制度　
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●予算・施策関係要望項目

１．新型コロナウイルス感染症予算要望
（１）事業継続に困窮するトラック事業者への支援
（２）雇用調整助成金特例措置の継続
（３）雇用の維持に関する各種助成金の継続
（４）エッセンシャル事業に対する支援

２．働き方改革予算要望
（１）標準的な運賃の普及・浸透に向けた支援
（２）働き方改革実現のための諸対策に係る補助・助成の拡充

３．環境・交通安全予算要望
（１）環境対策及び省エネ対策のための補助
　　①�石油石炭税の「地球温暖化対策のための課税の特例」に係る補助の

継続
　　②次世代自動車等の普及に係る補助の継続・拡充

（２）交通安全対策のための補助
　　①ＡＳＶ（先進安全自動車）関連機器の導入に対する補助の拡充
　　②�デジタル式運行記録計、ドライブレコーダ等運行管理支援機器の導

入に対する補助の継続及び拡充

４．施策要望
（１）市街化調整区域に係る法制度の見直し



税制改正関連要望事項
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１．新型コロナウイルス感染症に係る各種軽減措置

　新型コロナウイルス感染症が収束し、日本経済が正常に回復するまでの
間、トラック運送事業の維持・継続のため、以下の負担軽減措置を講じら
れたい。
　・�国税・地方税（法人税、消費税、自動車関係諸税等）の納付猶予の継

続
　・中小事業者等に対する固定資産税等の減免措置の継続
　・�資本金１億円超１０億円以下の企業に対する欠損金の繰戻しによる法

人税等の還付制度の継続
　・法人税、自動車関係諸税の減免措置の創設

２．自動車関係諸税の簡素化・軽減等

（１）自動車関係諸税の簡素化・軽減
　　�　トラックには取得段階（自動車税環境性能割、消費税）、保有段階

（自動車税種別割、自動車重量税）及び走行段階（軽油引取税、ガソ
リン税、消費税）において多くの税金が課せられ、中小事業者が大半
を占めるトラック運送業界にとって大きな負担となっている。これら
の自動車関係諸税を簡素化するとともに、累次増税されてきた軽油引
取税のさらなる負担が軽減されるよう抜本的な見直しをされたい。

（２）自動車税における営自格差見直し反対
　　�　営業用トラックは自家用と比較して約９倍もの高い輸送効率をあげ

ており、また災害時等における緊急物資輸送など公共輸送機関として
の役割を大いに発揮している中で、自動車税の営自格差を見直し、営
業用トラックの負担を増大することは、国民生活と経済のライフライ
ンとしての機能を損ないかねないものであり、断固反対である。
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（３）自動車重量税の道路特定財源化
　　�　自動車重量税については、令和３年度与党税制改正大綱において、

「今後、エコカー減税等の期限到来にあわせ、見直しを行うに当たっ
ては、政策インセンティブ機能の強化、実質的な税収中立の確保、原
因者負担・受益者負担としての性格、市場への配慮等の観点を踏まえ
る」とされており、自動車重量税について道路特定財源としての位置
づけを明確にし、「重要物流道路」に対する支援・投資、道路ネット
ワークの整備、ミッシングリンクの解消、ＳＡ・ＰＡ及び道の駅にお
ける駐車スペースの整備・拡充、渋滞対策等に充てられたい。

３．特例措置の延長

（１）物流総合効率化法に基づく特例措置の延長
　　�　物流総合効率化法認定事業者が計画に基づき一定の要件を満たす特

定流通業務施設または附属機械設備を取得した場合に、以下の特例措
置を受けられるが、令和４年３月末で適用期限を迎えることから、今
後も物流の効率化を促進するため、延長されたい。

　　　・営業倉庫用建物等・・・法人税について５年間１０％の割増償却
　　　・営業倉庫・・・・・・・�固定資産税・都市計画税について５年間

２分の１に軽減
　　　・附属機械設備・・・・・固定資産税について５年間４分の３に軽減

（２）少額資産即時償却の延長
　　�　少額資産即時償却は、３０万円未満の減価償却資産を取得した場合

に、全額損金算入（即時償却）できる措置（損金算入額の上限は年間
３００万円）であるが、令和４年３月末で適用期限を迎えることか
ら、今後もトラック運送事業者の負担を軽減するため、延長された
い。
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（３）地方拠点強化税制の延長
　　�　地方拠点強化税制は、都道府県知事から地方活力向上地域特定業務

施設整備計画の認定を受け、地方における本社機能の拡充を行う場合
などに、以下の特例措置が受けられるが、令和４年３月末で適用期限
を迎えることから、今後もトラック運送事業者の負担を軽減するた
め、延長されたい。

　　　・設備投資減税・・・�建物の取得価額について最大２５％の特別償
却又は最大７％の税額控除

　　　・雇用促進税制・・・�雇用者１人あたり３０万円の控除や特定業務
施設の雇用者増加数の１人あたり４０万円の
税額控除

　
４．トラック協会が運営する地域防災・災害対策関連施設等について
　　固定資産税の軽減措置の適用

　都道府県トラック協会は、営業用トラックによる緊急時の円滑な輸送を
行うため、災害対策基本法における地方指定機関の指定を受けるととも
に、各地方自治体と救援物資の輸送に係る協定を締結している。また、都
道府県トラック協会はその円滑な実施のため、地方自治体との合意の下、
運輸事業振興助成交付金を活用し、防災・災害対策関連施設等の設置・運
営を行っているので、トラック協会が運営する防災・災害対策関連施設、
設備については、その公共的な役割に鑑み、固定資産税の軽減措置を適用
されたい。
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道路関係要望事項
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１．高速道路料金等の引下げ

　トラック運送事業者の３/４は車両保有台数２０両以下と中小零細な経営
規模で、ほとんどの年で赤字となっている事業者が多い。国民生活と経済の
ライフラインとしての機能を果たす営業用トラックについて高速道路料金の
負担が軽減されるよう、国費を充当すること等により以下の措置を講じられ
たい。

（１）新型コロナウイルス禍における料金割引の拡充
　　�　新型コロナウイルスの影響で荷主休業・操業停止などが生じ、物量が

減少したため、多くのトラック運送事業者の経営が危機に直面してい
る。新型コロナウイルス禍を克服し、日本経済が正常に回復するまでの
間、以下の割引拡充措置をお願いする。かかる現況下において引き続き
トラック運送事業が安定した輸送サービス及び運送環境を確保すること
で、エッセンシャル事業としての責任を果たすことが可能となる。

　　①�大口・多頻度割引を実質５０％割引に拡充（ＮＥＸＣＯ３社）
　　�　現在、ＮＥＸＣＯ３社の大口・多頻度割引は、車両単位割引の月間利

用額３０,０００円超の部分のみが４０％割引（自動車運送事業者のＥ
ＴＣ２.０搭載車の場合）で、契約単位割引１０％と合わせて計５０％
割引となっている。このため実質割引率の平均は約４０％である。

　　�　一定額以上利用の場合に、割引額が割引対象額の５０％となるよう、
割引制度を拡充されたい。

　　�　また、コーポレートカード利用の平日朝夕割引について、深夜割引と
同様、大口・多頻度割引の対象とされたい。
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　　②車種間比率激変緩和措置の延長（首都高速、阪神高速、名古屋高速）
　　�　首都高速および阪神高速の車種間比率の激変緩和措置（※）が、令和

４年３月末日までであるが、当該激変緩和措置を延長されたい。また、
名古屋高速（特大車）の車種間比率が首都高速、阪神高速を上回ること
のないよう措置されたい。

　　（※）普通車料金を１.０としたときに、
　　　　�　中型車料金が１.０⇒１.２となるところを１.０７に激変緩和、
　　　　　特大車料金が２.０⇒２.７５となるところを２.１４に激変緩和。

（２）労働環境改善および交通流動最適化を図る料金制度
　　�　荷主注文で成り立ち下請構造もあるトラック運送業界では、高速道路

料金を荷主に満額転嫁することが困難なケースが少なくない。そのた
め、高速道路の料金割引形態がトラックの運行形態に影響を与え、業界
の労働環境に大きな影響を与える実態がある。

　　①長距離逓減割引の拡充（ＮＥＸＣＯ３社）
　　�　高速道路と国道の交互乗継ぎを減らし、一貫した高速道路利用の促進

を図るため、高速道路の整備延伸に伴う利用距離の長距離化に対応さ
せ、現行割引（１００km～２００kmまで２５％割引、２００km超が
３０％割引）に加えて３００km超の割引率を創設されたい。

　　�　また、一定の距離を超えた場合には、上限定額制の導入を図られた
い。

　　②深夜割引の拡充（ＮＥＸＣＯ３社）
　　�　労働環境の改善に資するため深夜割引については、現在午前０時～午

前４時の適用時間帯を、労働基準法に規定されている深夜時間帯の規定
に合わせて、午後１０時～午前５時までに拡大されたい。

　　�　また、交通量に余裕のある時間帯にトラックの利用促進を図り、高速
道走行による輸送効率の改善及び一般道の交通安全・環境面の維持、増
進を図るため、現在３割の割引率を５割に拡大されたい。



－ 11 －

　　③�渋滞対策等に資する料金・割引制度の設定（ＮＥＸＣＯ３社、首都高
速、阪神高速）

　　�　道路を賢く利用し渋滞対策に資するため、ＥＴＣ２.０の機能やビッ
クデータを活用して、通行量の少ない高速道路の料金を割り引くことに
より、一般道や混雑する高速道路からの転換促進を図るなど、交通流動
の最適化を目指す料金・割引制度を設けられたい。なお混雑時の料金割
増は、荷主への転嫁が困難なことから回避されたい。

　　④首都高速等における割引制度の拡充
　　�　首都高速、阪神高速及び名古屋高速についてＮＥＸＣＯ３社同様の大

口・多頻度割引や深夜割引の導入、伊勢湾岸道路への長距離逓減割引の
適用など、更なる利用促進のための負担軽減を図られたい。

　　⑤福岡・北九州圏におけるシンプルでシームレスな高速道路料金
　　�　福岡及び北九州都市高速道路は、九州自動車道や西九州自動車道と直

結している。管理主体を超えたシンプルでシームレスな料金体系とする
ため、福岡・北九州圏の高速道路料金を対距離制・５車種区分に一元化
されたい。

（３）本四高速における割引制度の拡充
　　�　本四高速道路は、ＮＥＸＣＯ３社の高速道路と一体形成される全国道

路ネットワークとして、同一の収支予算（債務返済計画）にて管理運営
されている。本四高速道路はＮＥＸＣＯ３社の高速道路と同一の一貫し
た割引制度とし、利用しやすい全国道路ネットワークの実現のため、更
なる料金体系の簡素化を図られたい。

　　①大口・多頻度割引５０％枠の設定。
　　②深夜割引の導入。
　　③ＮＥＸＣＯの走行距離と合算した長距離逓減割引の導入。
　　④平日朝夕割引を中型車以上にも適用。
　　⑤平日料金に比べて割高になっている土日祝日の大型車料金の引下げ。
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（４）フェリー等利用に対する補助・助成制度の創設
　　�　長時間労働を抑制し労働環境を改善するため、フェリー等の利用は有

効である。また、北海道・本州間のトラック輸送はフェリー等を利用せ
ざるを得ない。フェリー等の航路を確保し、運賃が高速道路利用と見
合ったものとなるよう、フェリー等利用に対する補助・助成制度を創設
されたい。
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２．物流基盤の整備

　トラック運送事業に人が集まり、業界人が誇りを持って働くことができ、
この業界を長く支えていける労働環境を創っていくことが重要である。とり
わけ給与と労働時間に配慮の行き届いた業界としていくため、スムーズで効
率的な輸送と十分な休憩・休息が確保できる物流基盤の整備は避けて通れな
い。物流基盤整備の中心をなす道路整備について予算を十分に確保し、以下
の措置を講じられたい。

（１）高速道路ネットワークの整備・充実
　　�　物流上の重要なルートであるにもかかわらず貧弱な一般道路のみで高

速道路が供用していない区間が全国に多数存在する。また、高速道路が
供用していても暫定２車線区間が多く存在し、高速性能に劣るとともに
正面衝突等の重大事故も多く発生している。　　　

　　①「重要物流道路」の指定、指定道路への集中投資
　　�　国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を指定する「重要物流道路」

は供用中区間約３５,０００㎞の指定がされている。制度開始後３年以
上が経過しているが、計画中・整備中の未供用区間の指定は未だ無い。

　　�　トラック輸送ニーズに対応し、平常時・災害時を問わない安定的な輸
送を確保するため、未供用区間等の「重要物流道路」指定、並びに指定
された区間への集中投資、機能強化を推進されたい。

　　②暫定２車線区間の４車線化
　　�　高速道路供用延長のうち約４割が３車線以下である。暫定２車線区間

における死亡事故率は４車線区間の約２倍となっており、高速性能にも
劣る。暫定２車線区間の４車線化をスピードアップされたい。また、暫
定２車線供用中の全区間において、正面衝突事故防止の一時的な暫定対
策としてワイヤーロープを早急に設置されたい。
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　　③ミッシングリンクの解消
　　�　都市圏内・都市圏間を問わず、高速道路ネットワークの欠落部が全国

に多く取り残されている。これら高速道路のミッシングリンク解消は、
災害発生時における防災ネットワークの機能確保、慢性的な渋滞の緩
和、物流効率化による経済活動の活性化などにつながることから、欠落
部の連絡整備を積極的に推進されたい。

　　④渋滞対策の推進
　　�　高速道路ネットワークがあっても、渋滞の発生で高速道路の機能・効

果を大きく損ねている箇所も多い。ＥＴＣ２.０のビックデータやト
ラック運送事業者アンケートの調査結果等の活用等により、道路利用者
の視点から渋滞箇所を特定し、６車線化・８車線化拡幅やピンポイント
渋滞対策など各箇所適切な手法を用いて渋滞解消を図られたい。

　　⑤�ダブル連結トラックや隊列走行・自動運転の推進に資する実施環境整
備の推進

　　�　ドライバー不足に対応し物流効率化や生産性向上に資するダブル連結
トラックや隊列走行・自動運転が円滑に推進されるよう、新東名高速道
路や新名神高速道路の全線６車線化など、実施環境の整備を図られた
い。

　　⑥下関北九州道路の早期実現
　　�　関門地域は本州と九州の結節点として交通の要衝であり、現在本州と

九州を結ぶ道路として関門トンネル（昭和３３年開通）と関門橋（昭和
４８年開通）があるが、いずれも老朽化が進み、補修工事等による渋滞
や通行止めが度々発生している。また、関門橋においては、車両総重量
４４ｔ超、車両長２１ｍ超の特殊車両通行許可が得られない状況になっ
ている。

　　�　このような状況を改善し関門地域における円滑な物流を確保するとと
もに、大規模災害時における代替機能を確保するため、下関北九州道路
を早期に実現されたい。
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（２）休憩・休息施設、中継物流拠点の整備・拡充
　　①�高速道路のＳＡ・ＰＡ、道の駅における駐車スペースの整備・拡充　
　　�　トラックドライバーは改善基準告示など法令上の規制において、連続

運転時間（４時間以内、その後３０分以上の休憩等が必要）、１日あた
り運転時間（２日平均９時間以内）、休息期間（継続８時間以上）等が
義務付けられている。これらの法令を遵守するためには高速道路及び一
般道において休憩・休息する必要がある。しかも改善基準告示や荷主の
ニーズ等により、休憩・休息場所は特定のＳＡ・ＰＡ等に限定せざるを
得ない。しかしＳＡ・ＰＡ等の休憩・休息スペースが不足しており、特
に都市圏周辺のＳＡ・ＰＡでは夕方から夜間にかけて大型車の駐車ス
ペースは満車状態で、ドライバーが満足に休憩・休息することができな
い状況にある。

　　�　「大型車マス」、「トレーラ用特大車マス」を何時でも必要時間利用
できるよう、オーバーフローしているＳＡ・ＰＡの駐車容量を拡大され
たい。既存ＳＡ・ＰＡの敷地内で駐車スペースを高層化し、例えば１階
部分をトラック用、２階部分を乗用車用などと運用すれば、迅速に駐車
容量の拡大が実現可能である。駐車スペースの高層化について、オー
バーフロー度合いが著しい箇所から直ちに着手されたい。

　　②シャワー施設等、休憩・休息建屋内の施設の充実
　　�　長距離輸送のトラックドライバーが長時間待たずにシャワー施設を利

用できるよう、シャワー施設のあるＳＡ・ＰＡ、道の駅を増やすととも
に、シャワーブース数も男女別に必要数を確保されたい。

　　�　また、新型コロナウイルス禍においてドライバーの感染を防止するた
め、ＳＡ・ＰＡ、道の駅における感染防止対策を講じられたい。

　　③中継物流拠点の全国展開による中継輸送の推進
　　�　双方向輸送において、中間地点付近の高速道路に附置された中継物流

拠点で、トラクター交換やドライバー交代することで、ドライバーの労
働環境改善や法令遵守に大きく寄与することができる。三大都市圏や地
方都市圏相互の中間地点において中継物流拠点を整備されたい。

　（例）東京圏⇔仙台圏、福岡圏⇔広島圏⇔大阪圏、
　　　　大阪圏⇔北陸圏⇔東京圏
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３．その他諸施策の推進

（１）冬期における交通対策
　　①冬期における道路交通の確保
　　�　トラック運送業界は、チェーン等の装備を徹底し冬道を走行する際の

備えを万全にすることとしている。冬期における道路交通が安全に確保
されるよう、除雪体制の強化、降雪や通行状況等の情報提供の工夫、通
行止め時の車両待機スペースの確保等を図られたい。

　　②大雪時の躊躇ない通行止め
　　�　除雪が追い付かないレベルの大雪の場合でも、人命最優先の観点から

トラックが大雪で長時間立ち往生することがあってはならない。道路監
視カメラを密に整備して路面状況を丁寧にチェックし、立ち往生が発生
する前に躊躇なく通行止めを実施されたい。

　　�　また、通行止めを決定した場合は、速やかに運送事業者やドライバー
に周知し、円滑な迂回誘導を行われたい。

　　
（２）自然災害時の高速道路料金
　　�　大雪や土砂災害時の自然災害の影響により速度規制が行われるなど、

輸送時間の短縮、定時性の確保など高速道路利用の効果が十分に得られ
ない場合には、これらの事情を勘案した料金制度とされたい。

（３）ＥＴＣ２.０によるサービスの充実
　　�　これまでＥＴＣ２.０搭載車に対し、更なる料金割引や道の駅へ一時

退出した際の継続扱いが行われている。今後は特車通行手続きの簡素化
も予定されている。

　　�　ＥＴＣ２.０の機能を活用し、道路利用者のための更なるサービス向
上を図られたい。

（４）特殊車両通行に係る手続きの簡素化、短期間化
　　�　現在、特殊車両通行許可件数の約７割が人手審査を要し、許可申請後

に許可証が発行されるまでに時間を要している。出発地、目的地、積載
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重量等をパソコン等に入力すれば即時に通行可能な経路が示される新た
な特殊車両通行制度を早期に開始されたい。

　　�　また、新たな特殊車両通行制度を出発地から目的地まで一貫して利用
できるよう、道路関係情報のデジタル化を早急に進められたい。

（５）超過度を反映した特車通行許可違反点数制度
　　�　累積違反点数に基づいて高速道路料金の割引停止措置を行う際に、現

在は違反時の特殊車両の重量・寸法そのもの（絶対値）を点数換算して
いるが、許可値からの超過度は反映していない。道路交通法の規制速度
違反では、超過度に比例した点数に換算して処分を行っている。特車通
行許可違反においても、公平・公正な点数制度とすべく違反の悪質性を
考慮に加え、許可値の超過度を反映した、きめ細かい違反点数とされた
い。



－ 18 －



予算・施策関係要望事項
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１．新型コロナウイルス感染症予算要望

（１）事業継続に困窮するトラック事業者への支援
　　�　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大幅に減少し、事業

継続に困窮するトラック事業者に対し、トラック運送事業の維持・継
続のため、以下の支援措置を講じられたい。

　　・�政府系金融機関等をはじめ民間金融機関による利子補給を組み合わ
せた実質無利子、無担保の融資をはじめとした資金繰り対策

　　・売上が大幅に減少し事業継続に困窮する事業者への給付金等の創設

（２）雇用調整助成金特例措置の継続
　　�　新型コロナウイルス感染症の影響により荷主企業の休業や操業停止

に伴う輸送の大幅な減少等が事業経営に大きな影響を及ぼしており、
雇用の維持・継続が困難な状況である。トラックドライバーの雇用の
継続のため、新型コロナウイルス禍の事態が収束するまでの間、雇用
調整助成金の特例措置について継続されたい。

（３）雇用の維持に関する各種助成金の継続
　　�　働き方改革推進支援助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支

援金等、雇用の維持に関連する各種助成金の特例措置について、継続
されたい。

（４）エッセンシャル事業に対する支援
　　�　新型コロナウイルス禍において、エッセンシャル事業として荷主や

消費者ニーズに応えるため、感染リスクを顧みず物資を輸送するト
ラックドライバーに対する支援として、危険手当給付制度の創設及び
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの優先接種についてご配慮
いただきたい。
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２．働き方改革予算要望

（１）標準的な運賃の普及・浸透に向けた支援
　　�　「標準的な運賃」については、国土交通省と関係省庁が連携して、

普及促進を図っておりますが、コロナ禍のなか、理解をいただけない
荷主企業も多く存在している状況である。今後とも、標準的な運賃の
普及・浸透に向けて、荷主団体や荷主企業に対して、更なる働きかけ
を行っていただくなど、強力なご支援をお願いしたい。

（２）働き方改革実現のための諸対策に係る補助・助成の拡充
　　�　働き方改革が実現し、さらに長時間労働の是正が促進されるよう、

労働生産性の向上や多様な人材の確保・育成等が図られる以下のよう
な諸対策に係る補助・助成の拡充を図られたい。

　　・積込先及び配送先におけるトラック予約受付システムの導入
　　・女性が働きやすい環境整備に係る支援
　　・大型免許取得等職業訓練に係る支援
　　・人材確保及び時間外労働等改善に向けた支援
　　・事業場内最低賃金の引上げに係る支援
　　・�生産性向上や物流ＤＸ推進に資するＩＴ点呼システムやＡＩロボッ

ト等点呼支援機器等ＩＴ機器導入に係る支援
　　・ダブル連結トラック、スワップボディコンテナ車両の導入
　　・農産品輸送など手荷役が伴う輸送のパレット化の推進　　　　　等

　
３．環境・交通安全予算要望

（１）環境対策及び省エネ対策のための補助
　　�①石油石炭税の「地球温暖化対策のための課税の特例」に係る補助の

継続
　　�　トラック運送事業者が省エネルギー・低炭素化の推進を図るため、

石油石炭税の「地球温暖化対策のための課税の特例」を活用した環境
対応車、大型天然ガストラック、電動化対応トラック、車両動態管理
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システムの補助を内容とする事業を継続されたい。なお、補助事業の
実施にあたっては、中小事業者が大半を占めるトラック運送事業者が
広く活用できるよう負担を軽減した、極力活用しやすい制度とされた
い。

　　②�次世代自動車等の普及に係る補助の継続・拡充
　　�　トラックなど中・重量車における石油代替燃料である天然ガスを燃

料とするトラックと、環境にやさしいハイブリッドトラック、及び
カーボンニュートラルに向けて今後市場に投入される電気自動車等次
世代自動車の普及を図るための補助金について継続・拡充されたい。

（２）交通安全対策のための補助
　　①ＡＳＶ（先進安全自動車）関連機器の導入に対する補助の拡充
　　�　国土交通省が推進する「事業用自動車総合安全プラン２０２５」に

おける事故削減のための全体目標及びトラックの個別目標として定め
られた追突事故件数の目標値を達成するためには、衝突被害軽減ブ
レーキをはじめとしたＡＳＶ（先進安全自動車）関連機器の積極的な
普及・拡大は不可欠であり、これらＡＳＶ関連機器の導入に対する補
助について継続及び拡充されたい。

　　�　また、車両周辺及び後方の間接視界の改善に資する安全運転支援装
置の導入に対する補助を実施されたい。

　　�②デジタル式運行記録計、ドライブレコーダ等運行管理支援機器の導
入に対する補助の継続及び拡充

　　�　デジタル式運行記録計やドライブレコーダは、トラック運送事業者
における効率的な運行管理を支援するとともに、事故防止対策として
も非常に有効であるため、これらの運行管理支援機器の導入に対する
補助について継続及び拡充されたい。
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４．施策要望

（１）市街化調整区域に係る法制度の見直し
　　�　トラック運送事業者においては、自然災害対策や事業継続に向けた

営業所や物流施設等の移転・新設、または共同化や事業集約における
施設整備等に必要な用地確保が難しくなっている。市街化調整区域に
おける物流施設の開発について、特別積合せ貨物運送以外の一般貨物
自動車運送事業についても国民生活を支える公共性の高い事業である
ことから、現在認められている特別積合せ貨物運送と同様に開発許可
を不要とする等、市街化調整区域に係る法制度の見直しをされたい。



参　考　資　料
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＜参考資料１＞
新型コロナウイルス感染症に係る各種軽減措置の概要

措置 内容

国税・地方税（法人税、消費税、自動
車関係諸税等）の納付猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な
場合に、税務署や自治体に申請することにより、以下
の事情がある場合は納付の猶予等が認められる場合が
ある。
【個別の事情の例】
　①災害により財産に相当な損失が生じた場合
　②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
　③事業を廃止し、又は休止した場合
　④事業に著しい損失を受けた場合
【猶予が認められた場合の内容例】
　①国税
　　・原則、１年間猶予
　　・猶予期間中の延滞税が軽減又は免除
　　・財産の差押えや換価（売却）が猶予
　②�地方税
　　・微収の猶予
　　・申請による換価の猶予

中小事業者等に対する固定資産税等の
減免措置

中小企業・小規模事業者等に対し、これらの保有する
事業用家屋及び設備等の令和３年度の固定資産税・都
市計画税を、事業収入の減少幅に応じて、全額免除又
は 1/2 軽減

資本金１億円超 10億円以下の企業に
対する欠損金の繰戻しによる法人税等
の還付制度

・�中堅企業、中小企業・小規模事業者に対し、前年度
黒字で今年度赤字の場合、前年度納付した法人税の
一部を還付
・�新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生
した事業者に対し、災害損失欠損金の繰戻しによる
法人税額を還付
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（単位：億円）

注）①�納税額は「令和３年度租税及び印紙収入予算額」および「令和３年度地方税及び地
方譲与税収入見込額」による。

　　②トラック業界納税額、高速道路料金支払額は（公社）全日本トラック協会推計。
　　③道路会社６社は、NEXCO東日本・中日本・西日本、首都高、阪高、本四。

※�上記に加えて、取得段階で消費税（車体課税分）、走行段階で消費税（燃料課税分）を負担している。

科　目 納税額 トラック業界納税額

自
動
車
関
係
諸
税

取得段階 環 境 性 能 割
（自動車税・軽自動車税） 地 方 税 1,025 148

保有段階

自 動 車 重 量 税 国 税 6,609 565
自 動 車 税

（種別割） 地 方 税 15,134 541

軽 自 動 車 税
（種別割） 地 方 税 2,798 -

走行段階

軽 油 引 取 税 地 方 税 9,300
5,589

本則税率（15 円）分　　　2,612
旧暫定税率（17.1 円）分　2,977

揮 発 油 税 国 税 20,700 24
地 方 揮 発 油 税 国 税 2,214 2
石 油 ガ ス 税 国 税 80 -
自動車関係諸税合計
（※消費税を除く） 57,860 6,869

＜参考資料２＞
自動車関係諸税と高速道路料金の負担額

高速道路料金支払額（※道路会社６社） 6,953

税負担�＋�高速道路料金負担額　合�計
（※消費税を除く）

13,822
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　①　自動車重量税
　　　車両総重量により下記税額が課税

営業用トラック 自家用トラック

エコカー減税対象車
　　　　　　　　　　　（※）

1トンまたは端数につき
2,500円

1トンまたは端数につき
2,500円

車齢13年未満
1トンまたは端数につき

2,600円

1トンまで�3,300円
2トンまで�6,600円
2.5トンまで�9,900円
3トンまで�12,300円
以降1トンまたは端数につき�4,100円

車齢13年超
1トンまたは端数につき

2,700円

1トンまで�4,100円
2トンまで�8,200円
2.5トンまで�12,300円
3トンまで�17,100円
以降1トンまたは端数につき�5,700円

車齢18年超
１トンまたは端数につき

2,800円

1トンまで�4,400円
2トンまで�8,800円
2.5トンまで�13,200円
3トンまで�18,900円
以降1トンまたは端数につき�6,300円

※エコカー減税対象車は燃費基準等に応じて本則税率から減免される。

　②　自動車税環境性能割（車両総重量3.5t超）

平成27年度燃費基準
電気自動車等

未達成 達成 ＋5％ ＋10％

営業用トラック 2％ 1％ 0.5％ 非課税

自家用トラック 3％ 2％ 1％ 非課税

※�上記はいずれも平成28年排ガス規制適合または平成21年排ガス規制NOx・PM＋10%低減車
の税率

　③　自動車税種別割（最大積載量14ｔ超〜15ｔの場合）
　　　　営業用トラック　　62,400円
　　　　自家用トラック　　84,600円

＜参考資料３＞
現行の営自格差
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＜参考資料４＞
各特例措置の概要

（１）物流総合効率化法に基づく特例措置

内容

倉庫用建物の割増償却 令和 4年 3月 31 日までに物流総合効率化法に定める総合効率化計
画を作成し、事業所管大臣の認定を受けた上で、当該計画に基づく
総合効率化事業により一定の要件を満たす特定流通業務施設または
附属機械設備を取得した場合、営業倉庫用建物等について 5年間
10%の割増償却が受けられる。

固定資産税（償却資産）
の設備投資減税

令和 4年 3月 31 日までに物流総合効率化法に定める総合効率化計
画を作成し、事業所管大臣の認定を受けた上で、当該計画に基づく
総合効率化事業により一定の要件を満たす特定流通業務施設または
附属機械設備を取得した場合、営業倉庫及び附属機械設備について
固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられる。
＜対象資産・設備と措置内容＞
◆�営業倉庫：固定資産税・都市計画税について 5年間 2分の 1に軽
減
◆�附属機械設備：固定資産税について 5年間 4分の 3に軽減

（２）少額資産即時償却

内容

令和 4年 3月 31 日までに 30 万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入（即時
償却）が認められる。（損金算入額の上限：年間 300 万円）

（３）地方拠点強化税制 　

内容

令和 4年 3月 31 日までに都道府県知事から「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認
定を受け、地方における本社機能の拡充を行う場合（拡充型事業）または地方への本社機能
の移転を行う場合（移転型事業）に、①設備投資減税、②雇用促進税制等の優遇措置が受け
られる。

①設備投資減税
（オフィス減税）

（拡充型事業）�建物等の取得価額について 15%の特別償却または 4%の税
額控除

（移転型事業）�建物等の取得価額について 25%の特別償却または 7%の税
額控除

②雇用促進税制 （拡充型事業）�「フルタイムかつ無期雇用の新規雇用者」等、措置の対象と
なる区分に対応する雇用者 1人あたり 30 万円（転勤者 20
万円）の税額控除

（移転型事業）�拡充型事業の措置に更に 20 万円を加え、上乗せ措置として
東京 23 区からの転勤者を含む特定業務施設の雇用者増加数
1人あたり 40 万円の税額控除（3年間継続）
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（令和３年６月１日時点）

①高速国道

車両単位割引

月間利用額（車両単位） 割引率�

5,000円超〜10,000円
以下の部分�

20％（10％）�

10,000円超〜30,000円
以下の部分�

30％（20％）�

30,000円超の部分� 40％（30％）�

契約単位割引

月間利用額（契約者単位） 割引率�

500万円を超え、かつ契約
者の自動車１台あたりの
１カ月平均の利用額が
３万円を超える場合

10％

※自動車運送事業者のＥＴＣ２.０搭載車を対象とした令和４年３月末までの割引率。
　それ以外については、（　　）内の割引率。

②本四高速

車両単位割引

月間利用額（車両単位） 割引率�

10,000円超〜50,000円
以下の部分�

6.9％

50,000円超の部分� 13.8％

③首都高速

車両単位割引

月間利用額（車両単位） 割引率�

5,000円超〜10,000円
以下の部分�

10％

10,000円超〜30,000円
以下の部分�

15％（＋ 5％）�

30,000円超の部分� 20％（＋ 5％）�

契約単位割引

月間利用額（契約者単位） 割引率�

100万円を超え、かつ契約
者の自動車１台あたりの
１カ月平均の利用額が
５千円を超える場合

10％

※（　）内は中央環状線の内側を通過しない交通の拡充分。

＜参考資料５＞
高速道路料金における大口・多頻度割引の概要
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④阪神高速

車両単位割引

月間利用額（車両単位） 割引率�

5,000円超〜10,000円
以下の部分�

10％

10,000円超〜30,000円
以下の部分�

15％（＋ 5％）�

30,000円超の部分� 20％（＋ 5％）�

契約単位割引

月間利用額（契約者単位） 割引率�

100万円を超え、かつ契約
者の自動車１台あたりの
１カ月平均の利用額が
５千円を超える場合

10％

※（　）内は湾岸線、神戸線（第二神明道路接続部～摩耶）、淀川左岸線、大和川線、
　�松原線（大和川線分合流部～松原JCT）、北神戸線、神戸山手線のみを通行するＥＴＣ車の拡
充分。

⑤名古屋高速ＥＴＣコーポレートカード割引

車両単位割引

月間利用額（車両単位） 割引率�

5,000円超〜10,000円
以下の部分�

4％

10,000円超〜20,000円
以下の部分

7％

20,000円超〜30,000円
以下の部分�

12％

30,000円超の部分 18％
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＜参考資料６＞
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者向け支援策（給付金関連）

主な給付要件 給付内容

雇用調整助成金
（雇用維持のため
休業手当等の一
部助成）

①�新型コロナウイルス感染症の影響に
より経営環境が悪化し、事業活動が
縮小している
②�最近 1 か月間の売上高または生産量
などが前年同月比 5％以上減少して
いる
③�労使間の協定に基づき休業などを実
施し、休業手当を支払っている

一人一日あたり
上限 15,000 円

※助成率（最大）
（解雇なしの場合）

10/10
（それ以外）

4/5

働き方改革推進
支援助成金

労働者災害補償保険の適用事業主で、
特別休暇の規定の整備等（就業規則改
訂、労務管理機器の導入、外部専門家
コンサルティング）を行う中小企業の
事業主

成果目標の達成状況に応じて以
下のいずれか低い額
Ⅰ�成果目標①〜③の上限額（50
万）及び加算額（15〜 240 万）
の合計額
Ⅱ�対象経費の合計額×補助率3/4

新型コロナウイ
ルス感染症対応
休業支援金（休
業手当の出ない
労働者を支援）

令和 2 年 10 月 1 日から令和 3 年 6 月
30 日までの間に事業主の指示を受けて
休業（休業手当の支払なし）した中小
企業の労働者

一人一日あたり
上限 11,000 円

※休業前賃金額 80％
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＜参考資料７＞
働き方改革実現のための諸対策に係る補助・助成の概要

所管省庁 事業名 補助率・補助額

トラック予約受付
システム

経済産業省
国土交通省

AI・IoT等を活用した更なる輸
送効率化推進事業費補助金（ト
ラック輸送の省エネ化推進事
業）

導入費用の 1/2

女性が働きやすい
職場環境整備への
支援

厚生労働省
両立支援等助成金（育児休業等
支援コース、女性活躍加速化コー
ス）

47.5 万円
（生産性要件を満たした場
合は 60万円）

大型免許取得等に
係る職業訓練に係
る支援

厚生労働省

人材開発支援助成金（訓練関係） ①賃金助成
　1時間あたり 380 円
（生産性要件を満たした場
合は 480 円）
②訓練経費助成
　実費相当額の 30％
（生産性要件を満たした場
合は 45%）

人材確保及び時間
外労働等改善に向
けた支援

厚生労働省

働き方改革推進支援助成金 成果目標の達成状況に応
じて以下のいずれか低い
額
Ⅰ�成果目標①〜③の上限
額（50 〜 100 万）及び
加算額（15 〜 240 万）
の合計額
Ⅱ�対象経費の合計額×補
助率 3/4

事業場内最低賃金
の引上げに係る支
援

厚生労働省

業務改善助成金 １人あたり最大 90万円

※助成率
　�【最低賃金 900 円未満】
4/5
　�（生産性要件を満たした
場合は�9/10）

　�【最低賃金 900 円以上】
3/4
　�（生産性要件を満たした
場合は�4/5）

生産性向上に向け
たＩＴ機器導入に
係る支援

経済産業省
サービス等生産性向上ＩＴ導
入支援事業

導入費用の 1/2
（補助額 30 万〜 450 万ま
で）
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＜参考資料８＞
環境及び交通安全に係る補助・助成の概要

所管官庁 事業名 補助率

石油石炭税の「地
球温暖化対策のた
めの課税の特例」
に係る補助

環境省
経済産業省
国土交通省

①�低炭素ディーゼルトラック普
及加速化事業
②�環境配慮型先進トラック・バ
ス導入加速事業
③�トラック輸送の省エネ化推進
事業

①�標準的燃費水準車両と
の差額の 1/2 又は 1/3
②�標準的燃費水準車両と
の差額の 1/2 又は 2/3
③導入費用の 1/2

天然ガストラック
等の普及に係る補
助

国土交通省

自動車環境総合改善対策費補助
金（地域交通のグリーン化に向
けた次世代自動車の普及促進事
業）

通常車両価格との差額の
1/3

ＡＳＶ（先進安全
自動車）関連機器
の導入に対する補
助

国土交通省

自動車事故対策費補助金（事故
防止対策支援推進事業） ASV装置購入に係る費用

の 1/2

デジタル式運行記
録計、ドライブレ
コーダ等運行管理
支援機器の導入に
対する補助

国土交通省

自動車事故対策費補助金（事故
防止対策支援推進事業）

機器導入費用の 1/3
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＜参考資料９＞
市街化調整区域における特別積合せ貨物運送にかかる物流施設の開発行為

�　市街化調整区域は、市街化区域のように土地利用の用途区分が定められてお
らず、主として農地、山林、緑地などが中心となっていることから、市街化調
整区域における開発行為については、都市計画法等関係法令や地方自治体の条
例等により厳しい制限が設けられている。
　特別積合せ貨物運送の用に供する施設については、下記のとおり都市計画法
及び同法施行令の規定により、開発許可なく開発行為が認められている。

○都市計画法（抄）（昭和４３年法律第１００号）
（開発行為の許可）
第�２９条　都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者
は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事（地方自
治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市又は同法第
２５２条の２２第１項の中核市（以下「指定都市等」という。）の区域内にあつ
ては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。）の許可を受けなければ
ならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
１～２　（略）
３�　駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益
上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土
地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建
築の用に供する目的で行う開発行為
４～１１　（略）

○都市計画法施行令（抄）（昭和４４年政令第１５８号）
（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建
築物）
第�２１条　法第２９条第１項第３号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとす
る。
１～５　（略）
６�　道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定
めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）若しくは
貨物自動車運送事業法第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業（同条第
６項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。）の用に供する施設であ
る建築物又は自動車ターミナル法（昭和３４年法律第１３６号）第２条第５項に
規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物
７～３１　（略）
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